
平成26年5月16日 

会 計 室 

指定金融機関の見直し経過について 

１ 背景 

  本市発足以来、本市の指定金融機関は、議会の議決を経て「福岡銀行」と「みずほ銀行」

を一年交替で指定してきた。また、指定代理金融機関については、交替によって指定金融

機関とならない銀行と、地場で有力な金融機関である「西日本シティ銀行」「北九州銀行」

「福岡ひびき信用金庫」を順次、追加指定してきた。 

しかし、この間、金融機関の合併や本市に本店を置く銀行の設立など、本市の金融環境

は大きく変化している。このため、本市の今後の指定金融機関のあり方について検討・協

議を行ってきた。 

２ 本市の指定金融機関としての要件 

（１）経営の健全性を有していること 

（２）本市の指定金融機関及び指定代理金融機関として公金取扱いの実績があること 

（３）本市の指定金融機関として業務を遂行する能力を有し、その業務を遂行していく覚悟

や意欲を有していること 

（４）本市の活性化に資する取組（地域貢献）に実績や意欲があること 

３ 見直しの方向性 

（１）平成２７年度より、既存の指定金融機関である「福岡銀行」「みずほ銀行」の２行に、

新たに「西日本シティ銀行」「北九州銀行」の２行を加え、４行による輪番制とする 

（２）各金融機関は、１年ごとに指定金融機関を担当する 

（３）既存の指定金融機関と新規参入の金融機関は交互に指定金融機関を担当する 

（４）平成２７年度から平成３０年度までの４年間を試行期間とし、最終年度にその間の実

績等を検証の上、平成３１年度以降の体制を決定する 

４ 関連事項 

  指定金融機関の見直しに関連し、各区役所で公金を取り扱う金融機関の派出について、

金融機関と協議の上、平成２７年度より担当する区の見直しを行う予定である。 

  なお、派出業務は、従前どおり、指定及び指定代理金融機関５行で７区を担当する。 

   ＜現 行＞ 

    門司区役所  ･･･ みずほ銀行     八幡東区役所 ･･･ みずほ銀行 

    小倉北区役所 ･･･ 福岡銀行      八幡西区役所 ･･･ 北九州銀行 

    小倉南区役所 ･･･ 福岡銀行      戸畑区役所  ･･･ 福岡ひびき信用金庫 

    若松区役所  ･･･ 西日本シティ銀行 



みずほ銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 北九州銀行

設立年次 平成２５年７月 昭和２０年３月 昭和１９年１２月 平成２３年１０月

資本金 １兆４，０４０億円 ８２３億円 ８５７億円 １００億円

総店舗数 ４５９店舗 １７５店舗 ２０１店舗 ３１店舗

　 うち
　 市内店舗数
　　　　　       ※

３店舗 ２６店舗 ３４店舗 １７店舗

預金総額 ９７兆６，８４７億円 ８兆４，３９５億円 ６兆７，３５４億円 ７，７６６億円

貸金総額 ６４兆７，０８４億円 ７兆　　３６７億円 ５兆４，３９２億円 ７，７４９億円

自己資本比率 １６．６％ １３．７％ １０．０％ １２．４％

備　　考

昭和３８年２月１０日
（本市発足の日）から
昭和３９年３月３１日
まで、当時の富士銀
行を本市の指定金融
機関に指定する。

以降、１か年（会計年
度）ごとに福岡銀行と
交替で本市の指定金
融機関に指定。

富士銀行は、平成
１４年４月にみずほ銀
行となり、平成２５年
７月、みずほコーポ
レート銀行と合併。

昭和３９年４月１日か
ら昭和４０年３月３１
日まで、本市の指定
金融機関に指定す
る。

以降、１か年（会計年
度）ごとに富士銀行
（現　みずほ銀行）と
交替で本市の指定金
融機関に指定。

昭和５３年４月１日か
ら、当時の西日本相
互銀行及び福岡相互
銀行を本市の指定代
理金融機関に指定す
る。

西日本相互銀行は
西日本銀行（昭和５９
年）、福岡相互銀行
は福岡シティ銀行（平
成元年）を経て、平成
１６年１０月、両行が
合併し西日本シティ
銀行となる。

平成１５年４月１日か
ら、当時の山口銀行
を本市の指定代理金
融機関に指定する。

金融機関の概要

※　店舗数のうち「市内店舗数」は、平成２６年３月末現在の数値

平成２５年９月末現在



参　考

　※指定金融機関 ･･･ 公金取扱いの効率的な運営と安全を図るため、議会の議決を

　　　　　　　　　　経て、「公金の収納や支払の事務」「預金の取扱い」などを、

　　　　　　　　　　一つの金融機関を指定して行わせるもの

　※指定代理金融機関 ･･･ 指定金融機関を補助するものとして、長が指定し、指定

　　　　　　　　　　　　金融機関の収納と支払の事務の一部を取扱うもの

　※収納代理金融機関 ･･･ 指定金融機関を補助するものとして、長が指定し、指定

　　　　　　　　　　　　金融機関の収納事務の一部を取扱うもの

市と金融機関との関係

市議会

指定金融機関

（福岡銀行・みずほ銀行）

（平成26年5月1日現在）

収納代理金融機関

市内に支店を持つ26行
（ゆうちょ銀行含む）

指定代理金融機関

西日本シティ銀行・北九州
銀行・福岡ひびき信用金庫

・指定金融機関非番行

北九州市

議決

事務取扱契約
(公金の収納・支払等)

指定

指定

指定

事務取扱契約
(公金の収納・支払)

事務取扱契約
(公金の収納)


